
野田市条例第 号

野田市開発事業等に係るまちづくり条例

本市は、水とみどり豊かな自然環境の中で、江戸時代から醤油醸造の地とし
しょう

て発展し、産業・文化の面においても周辺地域の中心地として繁栄してきた。

しかし、近代以降は、鉄道・自動車の発達とともに交通体系は大きく変貌し、

東京に比較的近距離に位置しながら、周囲を河川に囲まれた地理的条件に阻ま

れ、都心部に直結した鉄道や道路がないことから、首都近郊都市でありながら

都市化の進展が緩やかで、落ち着いた街並みを形成してきた。

近年は、大規模な宅地開発や土地区画整理事業が各地で進められ、道路、公

園などの都市基盤が整備され、質の高い住宅地が形成された一方、開発事業者

と地域住民等との間で、工事中の騒音・振動や中高層建築物の建築に伴う日照

の阻害等に関する紛争が生じ得ることとなった。

このため、開発事業等を行う際には、機能性や利便性のほかに、地域住民等

の良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び景観の保全を考慮すること

が求められている。

また、本市の継続的な発展・成長は、行政のみの力で成し遂げられるもので

はなく、地域住民等と開発事業者と行政が相互に協力することで初めて可能と

なるものであり、このことを深く認識し、お互いの共通認識を図り、適切に役

割分担しながら、協力関係によるまちづくりを推進する必要がある。

そして、住宅地に近接して物流施設などの大規模建築物が建設されると、日

影などにより周辺の良好な生活環境に影響を及ぼすおそれがあることから、こ

のような建設を抑制するなど、地域住民等と開発事業者が相互理解の精神によ

る建設的な話合いに努めることにより、安心して笑顔で暮らせる自然豊かなま

ち・「～人のつながりがまちを変える～みんなでつくる 学びと笑顔あふれる

コウノトリも住めるまち」の実現に資するため、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、本市における開発事業等に係るまちづくりに関する基本

理念を定め、市、地域住民等及び開発事業者の責務を明らかにするとともに、



開発事業等に係る計画等の公開並びに開発事業等に係る紛争の解決のあっせ

ん及び調停その他必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係の保持を

図るとともに、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び景観の保全

に影響を及ぼすような開発事業等を抑制することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の例による。

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

(1) 開発事業 開発区域の面積が５，０００平方メートル以上の開発行為を

いう。

(2) 大規模建築物 次のいずれかに該当する建築物をいう。

ア 延べ面積が１０，０００平方メートル以上のもの

イ 共同住宅であって、計画戸数が１００戸以上のもの

ウ 建築物の高さが２０メートル以上のもの

(3) 特定用途建築物 次のいずれかの用途に供する建築物であって、当該用

途に供する部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上のものをい

う。

ア ボーリング場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

イ ぱちんこ屋、カラオケボックス又はゲームセンター

ウ 公衆浴場

エ 葬祭場

(4) 住居地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種

中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第

二種住居地域をいう。

(5) 事業者 開発事業を行うことを予定する者又は大規模建築物若しくは特

定用途建築物を建築することを予定する建築主をいう。

(6) 近隣区域 開発事業に係る開発区域の区域境界線又は大規模建築物若し

くは特定用途建築物の敷地境界線からの水平距離が当該開発事業において



建築する建築物又は当該大規模建築物若しくは当該特定用途建築物の高さ

の２倍の範囲内にある土地の区域をいう。

(7) 地域住民 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 近隣区域を含む自治会（一定の区域に住所を有する者の地縁に基づい

て形成される団体をいう。以下同じ。）の区域内に居住する者

イ 近隣区域内の全部又は一部に自治会の区域が存在しない場合にあって

は、開発事業に係る開発区域の区域境界線又は大規模建築物若しくは特

定用途建築物の敷地境界線から３００メートル以内の区域内に土地又は

建築物を所有する者及び当該建築物に居住する者をいう。

(8) 近隣関係者 近隣区域内の土地又は建築物を所有する者及び当該土地又

は当該建築物を占用する者をいう。

(9) 地域住民等 地域住民及び近隣関係者をいう。

(10) 開発事業者 事業者及び工事施行者をいう。

（適用除外）

第３条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しな

い。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める団体が開発事業又は大規模建築物

若しくは特定用途建築物の建築（以下「開発事業等」という。）を行うと

き。

(2) 都市計画法第２９条第１項第４号から第１１号までに掲げる開発行為を

行うとき。

(3) 市長が良好な生活環境の維持に支障がないと認める開発事業等を行うと

き。

（基本理念）

第４条 開発事業等は、地域住民等、開発事業者及び市の相互の信頼、理解及

び協力の下に行わなければならない。

２ 住居地域及び住宅が連たんしている住宅地に近接する開発事業等は、地域

住民等の良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び景観の保全に十分

に配慮したものでなければならない。

（市の責務）



第５条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、開発事業等に係る紛争を未然に防止するよう努めるとともに、開発事

業等に係る紛争が生じたときは、迅速かつ適正に解決するよう努めるものと

する。

（開発事業者及び地域住民等の責務）

第６条 開発事業者は、基本理念にのっとり、開発事業等に係る紛争を未然に

防止するため、開発事業等を行うときは、周辺の環境に及ぼす影響に十分配

慮するとともに、良好な近隣関係の保持が図られるように努めなければなら

ない。

２ 開発事業者は、住居地域及び住宅が連たんしている住宅地に近接する開発

事業等を行うに当たっては、基本理念にのっとり、土地利用が地域全体に影

響を及ぼすことを自覚し、建築物の高さを周辺環境に配慮した高さにするな

ど、地域住民等の良好な生活環境が維持されるよう必要な措置を講じなけれ

ばならない。

３ 開発事業者は、地域住民等に対して開発事業等の内容を説明し、理解を得

るよう努め、紛争が生じないようにするとともに、万一紛争が生じた場合は、

事業者の責任において処理しなければならない。

４ 開発事業者及び地域住民等は、開発事業等に係る紛争が生じたときは、相

互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなけれ

ばならない。

（構想の届出等）

第７条 事業者は、開発事業等の構想に着手する段階であって、当該構想の変

更をすることが可能な時期の間に、当該開発事業等に係る構想（以下「構想」

という。）を定め、規則で定める届出書に位置図及び開発構想図を添付して、

市長に届け出なければならない。

２ 構想には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先（法人にあっては、その名称、代表者の

氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先）

(2) 開発事業等の予定地の所在

(3) 開発事業等の目的



(4) 開発事業等の概要

３ 市長は、第１項の規定による届出をした事業者に対して、基本理念に照ら

し、当該構想について助言又は指導を行うことができる。

（構想公開板の設置）

第８条 事業者は、前条第１項の規定による届出をしたときは、当該届出をし

た日から起算して３日以内の日から第１４条第１項に規定する計画公開板を

設置する日（第１２条の規定による届出をした場合にあっては、当該届出を

した時）までの間、地域住民等に対して当該構想の周知を図るため、当該開

発事業等の予定地内の土地の公衆の見やすい場所に規則で定める標識（以下

「構想公開板」という。）を設置しなければならない。

２ 前項の規定により構想公開板を設置した事業者（以下「構想事業者」とい

う。）は、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

（構想の周知等）

第９条 構想事業者は、前条第１項の規定により構想公開板を設置した日から

起算して７日以内に、地域住民等に対し、規則で定める方法により、当該構

想の内容を周知しなければならない。

２ 構想事業者は、地域住民等から当該構想の内容について説明を求められた

ときは、当該構想に関する書類等の写しを用いて当該構想の内容を説明しな

ければならない。

３ 地域住民等は、構想事業者に対し、規則で定めるところにより、当該構想

について意見を申し出ることができる。

４ 前項の規定による意見の申出は、構想事業者が前条第１項の規定により構

想公開板を設置した日（構想の変更があった場合は、第１１条第２項の規定

による構想公開板の記載事項の修正があった日）から起算して２１日以内に

構想事業者に到達するようにしなければならない。

５ 第３項の規定による意見の申出を受けた構想事業者（次項において「意見

受事業者」という。）は、開発事業等に関する計画（以下「事業計画」とい

う。）を定めようとするときは、当該意見を参考にするよう努めなければな

らない。

６ 意見受事業者は、第１３条第１項の規定による届出をする日までに、第３



項の規定による意見の申出に係る意見及び当該意見への対応の状況について、

規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

（構想に関する書類等の縦覧）

第１０条 市長は、第７条第１項の規定により届出を受けた書類等を一般の縦

覧に供するものとする。

（構想の変更）

第１１条 構想事業者は、第７条第１項の規定により届け出た構想を変更した

ときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければなら

ない。

２ 構想事業者は、前項の規定による届出をしたときは、その日から起算して

７日以内に、当該届出に係る構想公開板の記載事項の修正をするとともに、

第９条第１項の規定により周知をした地域住民等に対し、規則で定める方法

により、その旨を周知しなければならない。

（構想の廃止）

第１２条 構想事業者は、次条第１項の規定による届出をするまでの間に第７

条第１項の規定により届け出た構想を廃止したときは、速やかに、規則で定

める届出書により、市長に届け出なければならない。

（事業計画の届出等）

第１３条 構想事業者は、開発事業等を行おうとするときは、事業計画を定め、

規則で定める届出書に位置図その他規則で定める書類等を添付して、市長に

届け出なければならない。

２ 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先（法人にあっては、その名称、代表者の

氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先）

(2) 当該事業計画に係る開発事業等の開発区域又は建築敷地（以下「事業区

域」という。）内の土地の所在、地番、地目及び面積

(3) 開発事業等の目的

(4) 予定建築物の規模

(5) 工事施工者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名、

主たる事務所の所在地）



(6) 工事施工期間

３ 市長は、第１項の規定による届出をした構想事業者に対して、基本理念に

照らし、当該事業計画について助言又は指導を行うことができる。

（計画公開板の設置）

第１４条 構想事業者は、前条第１項の規定による届出をしたときは、当該届

出をした日から起算して３日以内の日から当該届出に係る開発事業等の工事

の完了の日（第１９条第１項の規定による届出をした場合にあっては、当該

届出をした時）までの間、地域住民等に対して当該事業計画の周知を図るた

め、当該事業計画に係る事業区域内の土地の公衆の見やすい場所に規則で定

める標識（以下「計画公開板」という。）を設置しなければならない。

２ 前項の規定により計画公開板を設置した構想事業者（以下「計画事業者」

という。）は、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

（事業計画の周知等）

第１５条 計画事業者は、地域住民等から当該事業計画に係る内容について説

明を求められたときは、当該事業計画に関する書類等の写しを用いて当該事

業計画の内容を説明しなければならない。

２ 計画事業者は、地域住民等の理解を得るよう、地域住民等に対して当該事

業計画についての説明会を開催しなければならない。

３ 計画事業者は、前項の規定による説明会の開催に当たっては、地域住民等

が出席しやすいよう、会場及び時間帯に配慮するとともに、規則で定める方

法により、当該説明会の開催を周知しなければならない。

４ 第９条第３項の規定による意見の申出を受けた計画事業者は、第２項の規

定による説明会において、当該意見の内容及び当該意見への対応の状況を説

明しなければならない。

５ 計画事業者は、第２項の規定による説明会の開催をしたときは、規則で定

めるところにより、市長に報告しなければならない。

（事業計画に対する要望の申出等）

第１６条 地域住民等は、計画事業者に対し、規則で定めるところにより、事

業計画についての要望（周辺の環境に及ぼす影響に関するものに限る。）を

申し出ることができる。



２ 前項の規定による要望の申出は、前条第２項の規定による説明会の開催の

日から起算して１４日以内に事業者に到達するようにしなければならない。

３ 第１項の規定による要望の申出を受けた計画事業者は、当該申出をした地

域住民等に対し、当該要望への対応を書面により回答しなければならない。

４ 計画事業者は、第１項の規定による要望の申出があったとき及び前項の規

定による回答をしたときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなけ

ればならない。

（関係書類の縦覧）

第１７条 市長は、第１３条第１項の規定により届出を受けた書類等を一般の

縦覧に供するものとする。

（事業計画の変更）

第１８条 計画事業者は、第１３条第１項の規定により届け出た事業計画を変

更したときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

２ 計画事業者は、前項の規定による届出をしたときは、その日から起算して

７日以内に、当該届出に係る計画公開板の記載事項の修正をするとともに、

第１５条第３項の規定により周知をした地域住民等（次条第２項において「

周知対象地域住民等」という。）に対し、規則で定める方法により、その旨

を周知しなければならない。

（事業計画の廃止）

第１９条 計画事業者は、第１３条第１項の規定により届け出た事業計画を廃

止したときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

２ 計画事業者は、前項の規定による届出をしたときは、速やかに、周知対象

地域住民等に対し、規則で定める方法により、その旨を周知しなければなら

ない。

（あっせん）

第２０条 市長は、地域住民等と開発事業者との間に構想又は事業計画に係る

次の各号のいずれかに該当する紛争が生じた場合において、当該紛争に係る

地域住民等及び開発事業者（以下「紛争当事者」という。）の双方から当該

紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行うものとする。

(1) 開発事業等により設置される擁壁が周辺の環境に及ぼす影響に関する地



域住民等と開発事業者との間の紛争

(2) 大規模建築物の建築に伴って生じる日照若しくは通風の阻害又はテレビ

ジョン放送の電波の受信障害が周辺の環境に及ぼす影響に関する地域住民

等と開発事業者との間の紛争

(3) 開発事業等に係る工事に伴って生じる騒音、振動又はじんあいが周辺の

環境に及ぼす影響に関する地域住民等と開発事業者との間の紛争

(4) 前３号に掲げるもののほか、構想又は事業計画に関する紛争であって、

当該構想又は事業計画に係る開発事業等が周辺の環境に及ぼす影響に関す

る地域住民等と開発事業者との間のもののうち、市長が特に解決の必要が

あると認めるもの

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、紛争当事者の一方から当該紛争の調整

の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、他の紛争

当事者に対し、期限を定めて、あっせんに応じるよう勧告することができる。

３ 市長は、前項の規定による勧告を受けた紛争当事者が同項に規定する期限

までに当該勧告を受諾する旨の申出をしたときは、あっせんを行うものとす

る。

４ 第１項及び第２項の規定による申出は、当該申出に係る開発事業等の工事

の着手前に行わなければならない。ただし、市長が当該申出に係る紛争の解

決のために必要があると認めるときは、当該申出は、当該工事の完了の日ま

で行うことができる。

５ 市長は、あっせんを行うときは、紛争当事者の双方の主張の要点を確かめ、

あっせんに係る紛争が公正に解決されるよう努めるものとする。

（工事の着手の延期等の要請）

第２１条 市長は、あっせんを行うため必要があると認めるときは、開発事業

者に対し、期間を定めて、当該あっせんに係る開発事業等の工事の着手の延

期又は工事の停止を要請することができる。

（報告の徴収等）

第２２条 市長は、あっせんを行うため必要があると認めるときは、紛争当事

者に対し、あっせんに係る紛争の状況に関する報告若しくは資料の提出を求

め、又は質問することができる。



（代表当事者の選定）

第２３条 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、共同の利益を

有する紛争当事者の中からあっせんの手続における代表者となる１人又は数

人（次項において「代表当事者」という。）を選定するよう求めることがで

きる。

２ 共同の利益を有する紛争当事者は、前項の規定により代表当事者を選定し

たときは、書面をもって市長に届け出なければならない。

（あっせんの打切り）

第２４条 市長は、第２０条第２項の規定による勧告が行われた場合において、

定められた期限までに他の紛争当事者から当該勧告を受託する旨の申出がな

いとき、あっせんによっては当該あっせんに係る紛争の解決の見込みがない

と認めるとき、又は紛争当事者の双方から同条第１項の規定による当該紛争

の調整の申出が取り下げられたときは、あっせんを打ち切ることができる。

２ 市長は、あっせんを打ち切ったときは、紛争当事者に対し、その旨を通知

するものとする。

（あっせんの手続の非公開）

第２５条 あっせんの手続は、公開しない。

（調停）

第２６条 市長は、第２４条第１項の規定によるあっせんの打切り後、紛争当

事者の双方から当該打切りに係る紛争の調整を調停に付することの申出があ

った場合において、必要があると認めるときは、調停を行うものとする。

２ 市長は、第２４条第１項の規定によるあっせんの打切り後、紛争当事者の

一方から当該打切りに係る紛争の調整を調停に付することの申出があった場

合において、相当な理由があると認めるときは、他の紛争当事者に対し、期

限を定めて、調停に応じるよう勧告することができる。

３ 市長は、前項の規定による勧告を受けた紛争当事者が同項に規定する期限

までに当該勧告を受諾する旨の申出をしたときは、調停を行うものとする。

４ 市長は、第１項又は前項の規定により調停を行うときは、第２８条に規定

する野田市開発事業等紛争調停委員会に調停を付するものとする。

（代表当事者の選定）



第２７条 第２３条の規定は、前条の調停について準用する。

（野田市開発事業等紛争調停委員会の設置）

第２８条 第２６条第４項の規定による市長の付託に応じ調停を行うとともに、

市長の諮問に応じ、開発事業等に係る紛争の予防及び解決に関する重要事項

を調査審議するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の

４第３項の規定に基づき、野田市開発事業等紛争調停委員会（以下「調停委

員会」という。）を設置する。

（組織）

第２９条 調停委員会は、委員３人以内で組織する。

（委員）

第３０条 委員は、法律、都市計画、建築、環境等の分野に優れた学識経験者

のうちから市長が委嘱する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後に

おいても同様とする。

（会長）

第３１条 調停委員会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 会長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代

理する。

（会議）

第３２条 調停委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

２ 調停委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（意見の聴取等）

第３３条 調停委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めると



きは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めるこ

とができる。

（会議の非公開）

第３４条 調停委員会の会議は、公開しない。

（調停案受諾の勧告）

第３５条 調停委員会は、必要があると認めるときは、調停案を作成し、紛争

当事者に対し、期限を定めて、その受諾を勧告することができる。

（調停の打切り）

第３６条 調停委員会は、調停によっては当該調停に係る紛争の解決の見込み

がないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

２ 前条の規定による勧告が行われた場合において、同条に規定する期限まで

に紛争当事者の双方から当該勧告を受諾する旨の申出がないときは、当該勧

告に係る調停は、打ち切られたものとみなす。

３ 調停委員会は、第１項の規定により調停を打ち切ったとき又は前項の規定

により調停が打ち切られたものとみなされたときは、紛争当事者に対し、そ

の旨を通知するものとする。

（調停の報告）

第３７条 調停委員会は、調停を終了したときは、速やかに、当該調停の経過

及び結果を市長に報告するものとする。

（調停の再申出の禁止）

第３８条 第３６条第３項の規定による通知を受けた紛争当事者は、当該通知

に係る紛争については、第２６条第１項又は第２項の規定による申出をする

ことができない。

（開発事業等の手続）

第３９条 事業者は、開発事業にあっては都市計画法第２９条第１項の規定に

よる開発行為の許可の申請を行う日までに、大規模建築物又は特定用途建築

物の建築にあっては建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定に

よる確認の申請を行う日までに、第１６条第４項の規定による報告をしなけ

ればならない。

（地位の承継）



第４０条 この条例に基づく届出等の手続その他の行為をした事業者について

相続、合併又は分割（当該行為に係る開発事業等の全部を承継させるものに

限る。）があったときは、相続人（相続人が２人以上ある場合において、そ

の全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後

存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該行為に係

る開発事業等の全部を承継した法人は、当該事業者のこの条例の規定による

地位を承継する。

２ 前項の規定により事業者の地位を承継した者は、その承継の日から起算し

て１０日以内に、市長に届け出なければならない。

（勧告）

第４１条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる行為をしない事業者に対し、

期限を定めて当該行為をするよう勧告することができる。

(1) 第７条第１項の規定による届出

(2) 第８条第１項の規定による構想公開板の設置

(3) 第９条第６項の規定による報告

(4) 第１３条第１項の規定による届出

(5) 第１４条第１項の規定による計画公開板の設置

(6) 第１５条第２項の規定による説明会の開催

(7) 第１５条第５項の規定による報告

(8) 第１６条第４項の規定による報告

（公表）

第４２条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がな

く当該勧告に従わないときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その

他適切な方法により公表することができる。

(1) 当該事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地）

(2) 当該勧告の内容

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該

事業者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

（委任）



第４３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の規定は、次に掲げる開発事業等については、適用しない。

(1) この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に市長との協議を開

始した開発行為又は建築物を建築する行為に関する事業計画に係る開発事

業等

(2) 施行日前に市長に行った都市計画法第２１条の２第１項又は第２項の規

定による提案に係る開発事業等


